
 

四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、三世代家族の形成及び本市への定住を促進するため、親、子及び孫が三

世代で同居し、又は近隣に居住するための住宅の新築及び購入に要する経費に対し、当

該年度の予算の範囲内において、四街道市補助金等交付規則（昭和４６年規則第６号。

以下「規則」という。）及びこの告示に基づき、四街道市三世代同居・近居住宅支援事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付する。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 子 親の１親等の卑属又はその配偶者をいう。 

⑵ 孫 子の１親等の卑属で、補助金の交付を申請する日に１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者をいう。 

⑶ 三世代同居 親、子及び孫が同居することをいう。 

⑷ 近居 親の世帯及び子の世帯が市内に居住することをいう。ただし、いずれかの世

帯に孫が同居していなければならない。 

⑸ 住宅 自己の居住の用に供するための住宅（共同住宅を含む。）又は併用住宅であ

って、次に掲げるものをいう。 

ア 延べ床面積が５０平方メートルを超えるもの 

イ 併用住宅の場合は、延べ床面積の２分の１以上が自己の居住の用に供する住宅部

分であって、かつ、当該部分の床面積が５０平方メートルを超えるもの 

⑹ 事前相談 補助金の交付を申請しようとする者が、補助金の交付を申請する前に、

市長に行う相談をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることのできる者は、市内において居住する目的で三世代同

居のための住宅又は近居のための住宅（以下「三世代同居・近居住宅」という。）を新

築し、又は購入する者で、次に掲げる要件を満たすものとする。 

⑴ 三世代同居・近居住宅に居住するため、親の世帯又は子の世帯が市外から転入する

こと。 

⑵ 第６条に規定する事前相談の際、継続して１年以上親又は子の一方が市内に居住し、

かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。 

⑶ 本市に交付決定のあった日から継続して１０年以上三世代同居又は近居をする意思

を有する者であること。 

⑷ 新築し、又は購入する住宅は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３章並

びに建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項、第６条の２第１項及び



 

同法第３章の規定に違反していないこと。 

⑸ 以前にこの告示による補助金の交付を受けたことがないこと。 

⑹ 三世代同居又は近居をする世帯全員の市税及び国民健康保険税（以下「市税等」と

いう。）の滞納がないこと。 

⑺ 三世代同居又は近居をする世帯全員が四街道市暴力団排除条例（平成２４年条例第

２号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、三世代同

居・近居住宅の新築及び購入（以下「住宅取得」という。）に係る売買契約金額又は建

築工事請負契約金額から消費税及び地方消費税を控除した額とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（千円未満の端数は、これを切り捨

てる。）又は１００万円のいずれか少ない額とする。ただし、補助金の交付決定をしよ

うとする者に係る補助金の額（以下「本来の補助金額」という。）の合計が当該年度の

予算額を超える場合は、当該予算額を本来の補助金額に応じて按分して得た額とする。 

（事前相談） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、事前相談をしなければならない。 

２ 前項の事前相談は、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて、住宅取得に係る契約を締結する前に、市長に提出

して行うものとする。 

⑴ 四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金調査書（様式第２号） 

⑵ 誓約書兼同意書（様式第３号） 

⑶ 三世代同居又は近居をする住宅の位置図 

⑷ 平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類 

⑸ 住宅取得に係る見積書等の写し 

⑹ 三世代同居又は近居をする世帯全員の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本 

⑺ 三世代同居又は近居をする世帯全員の住民票の写し 

⑻ 母子手帳の写し（子が出産予定の場合） 

⑼ 三世代同居又は近居をする世帯全員の市税等の滞納がないことを明らかにする書類 

⑽ その他市長が必要と認める書類 

３ 事前相談は、随時受け付けるものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による事前相談があったときは、その内容を確認し、当該事前

相談時点での適合結果を四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談確認書

（様式第４号）により相談者に通知するものとする。 

第７条 削除 

（事前相談の内容の変更等） 



 

第８条 第６条第４項の規定により確認を受けた相談者（以下「補助予定対象者」という。）  

は、当該事前相談の内容を変更しようとするとき又は取り下げようとするときは、市長

に相談しなければならない。 

２ 前項の規定による相談は、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談内

容変更等相談書（様式第５号）に関係書類を添えて市長に提出して行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による相談があったときは、その内容を確認し、当該相談時点

での適合結果等を四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談内容変更等確

認書（様式第６号）により補助予定対象者に通知するものとする。 

（交付申請） 

第９条 補助予定対象者は、三世代同居・近居住宅に三世代同居又は近居をしたときは、

第６条の事前相談のあった日の属する年度及びその翌年度（第６条の事前相談のあった

日が１２月から翌年３月までの間の場合はその日の属する年度の翌々年度まで）の申請

期間内に、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付申請書（様式第７号。以

下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 三世代同居又は近居をした世帯全員の住民票の写し 

⑵ 建物工事請負契約書又は建物売買契約書の写し 

⑶ 住宅取得に係る領収書の写し 

⑷ 建物の登記事項証明書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請期間は、１２月１日から１２月２８日（その日が市の休日（四街道市の休

日に関する条例（平成元年条例第２５号）第１条第１項に規定する市の休日をいう。以

下同じ。）に当たるときは、市の休日の翌日）までとする。 

３ 第１項の場合において、三世代同居又は近居をする世帯の構成員が次の各号に掲げる

事項に該当し、第３条第３号に定める交付対象者の要件を欠くときは、その理由を証す

る書面を添えて申請書を提出することができる。 

⑴ 死亡したとき。 

⑵ 病院等に入院し、又は入所したとき。 

⑶ その他市長が特に認めたとき。 

（交付決定） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定し、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付決定・

却下通知書（様式第８号）により補助予定対象者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた補助予定対象者（以下「補助対象者」という。）

が補助金の交付を請求しようとするときは、前条の交付決定のあった日の属する年度の

３月末日までに、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付請求書（様式第９



 

号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告等の特例） 

第１２条 規則第１２条に規定する実績報告については、第９条第１項に規定する交付申

請をもって当該実績報告があったものとみなす。 

２ 規則第１３条に規定する確定通知については、第１０条に規定する交付決定通知をも

って当該確定通知があったものとみなす。 

（交付方法） 

第１３条 補助金の交付方法は、第１１条に規定する請求をした者が指定する金融機関の

口座に振り込むものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１４条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付決定を取り消すことができる。 

⑴ 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 交付決定のあった日から１０年を経過する前に三世代同居又は近居を解消したとき。

ただし、第９条第３項各号に該当する場合を除く。 

⑶ この告示に定める補助金の交付の要件を欠くに至ったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、四街道市三世代同

居・近居住宅支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により補助対象者に

通知するものとする。 

第１５条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の返還命令は、四街道市三世代同居・近居住宅支援事業補助金返還命令書（様式

第１１号）により行うものとする。 

（調査） 

第１６条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため必要と認めるときは、補助対象者

に対して調査することができる。 

（補則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年１０月１日から施行し、平成２７年度分の予算に係る補助金

から適用する。 

（失効等） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日の属する年度

の予算に係る補助金については、この告示は、同日後も、なおその効力を有する。 



 

３ この告示の失効の際、現に前項の規定による失効前の四街道市三世代同居・近居住宅

支援事業補助金交付要綱第１０条の規定により市長が補助金の交付の決定をした者に係

る第１４条から第１６条までの規定については、この告示は同項の規定による失効後も、

なおその効力を有する。 


